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はじめに 
 
 「障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「法」という。）」においては、国及び地

方公共団体が率先して障がい者を雇用する責務が明示され、地方公共団体の任命権者は、

「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画」を策定

することが義務付けられています。 
 これを受け当市においても令和２年４月１日から令和７年３月３１日までを計画期

間とした「大町市障がい者活躍推進計画」を策定し、職員一人ひとりが障がいに対する

理解を深め、障がいのある職員の働きやすい職場づくりを推進するとともに、障がいの

特性に応じた能力を有効に発揮することを目指し、取組を進めてまいりました。 
 この間の障がい者の実雇用率や定着率などの状況を踏まえ、さらなる取組を進めるた

め、令和７年４月からを新たな計画期間とした「第２期大町市障がい者活躍推進計画」

を策定し、障がいのある職員を含む全ての職員が働きやすい職場づくりに向けて、より

一層取り組んでまいります。 

 

 本計画において「障害」という用語については、法令等の名称及び法令等で定められている用

語等で漢字表記されている場合、固有名詞等を引用する場合等を除き、「害」の字は、「がい」と

ひらがなで記載しています。 

 
 
Ⅰ 策定の主体                               
  障がい者の活躍推進に向けた取組みを効率的に進めるため、各任命権者が連携して

本計画を策定します。 
 ○任命権者 
  大町市長、大町市議会議長、大町市教育委員会、大町市公平委員会、大町固定資産

評価審査委員会、大町市選挙管理委員会、大町市代表監査委員、大町市農業委員会、

大町市病院事業管理者 
 
 
Ⅱ 計画期間                               
  本計画の期間は、令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までの５年間としま

す。 
  なお、計画期間内においても、毎年度、取組状況等を把握・検証し、必要に応じて

計画の見直しを行います。 
 
 
Ⅲ 第１次計画期間における課題                 
  第１次計画期間における数値目標のうち、実雇用率に関しては、法定雇用率を達成

することを目標とし、令和５年度までは達成できましたが、令和６年度に法定雇用率
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が２．８パーセントに引上げられ、目標を若干下回ることとなりました。特に部局別

に見ると市長部局と教育委員会の雇用率が低い状況です。 
 
 ◎実雇用率（各年６月１日時点） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

法 定 雇 用 率 2.50 2.60 2.60 2.60 2.80 
市全体の実雇用率 3.05 2.96 2.72 2.73 2.78 

市 長 部 局 2.60 2.36 2.15 1.93 2.16 

教 育 委 員 会 3.27 2.50 1.82 1.82 2.34 
市立大町総合病院 3.77 4.25 4.12 4.49 4.02 

  ※教育委員会、市立大町総合病院以外の部局については、市長部局に含む。 
 

また、障がい種別ごとの１年定着率については、身体障がい者や知的障がい者で高

い一方、精神障がい者の定着率が低い傾向にあり、障がいに応じた職場のマッチング

や支援体制に課題があると考えられます。 
 

 ◎障がい種別ごとの定着率（当該年度末時点における１年定着率） 
障害種別 身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 

定着率（目標） 65％ 70％ 55％ 

令和２年度 81.82％ 100％ 100％ 

令和３年度 90.91％ 100％ 60％ 

令和４年度 100％ 100％ 100％ 

令和５年度 90.91％ 100％ 60％ 

令和６年度 100％ 100％ 50％ 

  
さらに、障害種別ごとの平均勤続年数については、身体障がい者では、長期間にわ

たる勤務がしやすい環境であると考えられます。なお、知的障がい者及び精神障がい

については、雇用者数が少ないことに加え、ここ数年で雇用が進んだことから、平均

勤続年数が目標に達していない状況です。 
 
 ◎障害種別ごとの平均勤続年数（採用されてから令和６年１１月１日時点までの勤続

年数） 
障害種別 身体障害者 知的障害者 精神障害者 

平均勤続年数 
（目標） １０年６か月 ８年３か月 ４年９か月 

平均勤続年数 
（実績） １４年１０か月 ６年１０か月 １年７か月 

 
第１期計画期間の課題に加え、令和９年度には法定雇用率が３パーセントに引き上

げられる予定であることから、障がいのある職員の採用及び活躍のために、さらなる

体制整備や各種取組みが必要です。 
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Ⅳ 障がい者の活躍の推進に向けた数値目標                  
１ 採用に関する目標 
 ◎実雇用率 

当該年度６月１日時点で、市全体の実雇用率を法定雇用率以上とします。 
  
２ 定着に関する目標 
  不本意な離職者を極力生じさせないため、定着率及び勤続年数についての目標を設

定します。 
 
 ◎障害種別ごとの定着率 
  当該年度末（３月３１日）時点における１年定着率を次のとおりとします。 

障害種別 身体障害者 知的障害者 精神障害者 
定着率（目標） 80.00％ 70.00％ 60.00％ 

 
 ◎障害種別ごとの平均勤続年数 
  採用されてから令和１１年１１月１日時点までの勤続年数を次のとおりとします。 

障害種別 身体障害者 知的障害者 精神障害者 
平均勤続年数 

（目標） １４年 ９年 ４年 

   

 

Ⅴ 障がい者の活躍推進に向けた取組                    
１ 障がい者の活躍を推進する体制整備 
（１）組織面 

① 法７８条に規定する「障害者雇用推進者」として次の者を選任します。 
区分 障害者雇用推進者 

市長部局 総務部長 

大町市議会事務局 議会事務局長 

大町市教育委員会 教育次長 

大町市公平委員会 大町市公平委員会事務長 

大町市固定資産評価審査委員会  議会事務局長 

大町市選挙管理委員会 大町市選挙管理委員会書記長 

大町市監査委員事務局 大町市監査委員事務局長 

大町市農業委員会 大町市農業委員会事務局長 

大町市病院事業管理者 市立大町総合病院事務長 
 
② 障害者雇用推進者に加え、任命された職員を構成員とする「障がい者雇用推進
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チーム」を設置します。「障がい者雇用推進チーム」の長を総務部長とし、総務部

長は、「障がい者雇用推進チーム」の構成員を任命するものとします。 
 
③「障がい者雇用推進チーム」は、大町市障がい者活躍推進計画の取組状況の点検

を行うとともに、必要に応じ、本計画の見直しを行います。 
 
④ 障がいのある職員が５名以上いる任命権者の部局には、法第７９条に規定する

「障害者職業生活相談員」を選任します。相談員は、障がいのある職員からの相

談窓口となり、障がいに応じた職場環境整備等に係る合理的配慮の提供や障害の

ある職員の職場適応能力の向上に関する業務を行います。 
 
⑤ 組織内で障がいのある職員の活躍を支援するため、障害者雇用推進者、障がい

者雇用推進チーム、障害者職業生活相談員及び障がい者配置部署の所属長等との

連携を図り、配属された障がい者への理解と活躍できる業務の確保に努めます。 
 
⑥ 組織外の関係機関（労働局、公共職業安定所、専門アドバイザー、その他障がい

者が利用している支援機関等）との連携を図り、当該職員の同意のもと情報共有

を行うなどし、障がいの特性に応じた働きやすい職場づくりを推進します。 
 

（２）人材面 
①障害者職業生活相談員に選任された者には、労働局が開催する「障害者職業生活

相談員資格認定講習」を受講させます。 
②職場の同僚・上司を対象として、対応のノウハウや困難事例について情報の共有

を行います。 
 
２ 障がい者の活躍を推進するための環境整備・人事管理 
（１）職務環境 

①障がい者からの要望を踏まえ、環境整備を検討します。 
  ②新規に採用した障がい者については、面談により必要な配慮等を把握し、継続的

に必要な措置を講じます。 
  ③各種の措置を講じるに当たっては、障がい者からの要望を踏まえつつ、過重な負

担にならない範囲で適切に実施します。 
 
（２）募集・採用 
  ①募集・採用に当たっては、次の取扱いを行わないこととします。 
   ・特定の障害を排除し、又は特定の障害に限定すること。 
   ・自力で通勤できることなどの条件を設定すること。 
   ・特定の就労支援機関からのみの受入れを実施すること。 
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（３）働き方 
  ①時差出勤・早出遅出制度などの柔軟な時間管理制度を利用するとともに、各種休

暇制度の活用を促進します。 
 
３ その他 
  ①国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づく

障害者就労施設等への発注等を通じて、障がい者の活躍の場の拡大を推進します。 
 


